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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光軸に沿って光入出力部、ファラデー回転子を備えた光減衰機構部、反射体をその順で
配置して構成される反射型可変光アッテネータであって、
　前記光減衰機構部は、前記ファラデー回転子に対し、磁気飽和させるために面内方向に
固定磁界を印加する永久磁石と、前記ファラデー回転子に対して光軸方向に可変磁界を印
加する可変磁界発生手段とを備え、
　前記永久磁石は、前記ファラデー回転子の光軸と交差する方向の側面に対向して配置し
、
　前記永久磁石はフェライト系永久磁石であり、
　前記可変磁界発生手段は空芯コイルであり、
　前記空芯コイルの内部空間内に前記ファラデー回転子と前記永久磁石を配置することを
特徴とする反射型可変光アッテネータ。
【請求項２】
　光軸に沿って光入出力部、ファラデー回転子を備えた光減衰機構部、反射体をその順で
配置して構成される反射型可変光アッテネータであって、
　前記光減衰機構部は、前記ファラデー回転子に対し、磁気飽和させるために面内方向に
固定磁界を印加する永久磁石と、前記ファラデー回転子に対して光軸方向に可変磁界を印
加する可変磁界発生手段とを備え、
　前記永久磁石は、前記ファラデー回転子の光軸と交差する方向の側面に対向して配置し
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、
　前記ファラデー回転子は希土類鉄ガーネット単結晶であり、前記固定磁界の印加方向が
前記ファラデー回転子の＜２１１＞方向で、前記可変磁界の印加方向が前記ファラデー回
転子の＜１１１＞方向とすることを特徴とする反射型可変光アッテネータ。
【請求項３】
　光軸に沿って光入出力部、ファラデー回転子を備えた光減衰機構部、反射体をその順で
配置して構成される反射型可変光アッテネータであって、
　前記光減衰機構部は、前記ファラデー回転子に対し、磁気飽和させるために面内方向に
固定磁界を印加する永久磁石と、前記ファラデー回転子に対して光軸方向に可変磁界を印
加する可変磁界発生手段とを備え、
　前記永久磁石は、前記ファラデー回転子の光軸と交差する方向の側面に対向して配置し
、
　前記ファラデー回転子は希土類鉄ガーネット単結晶であり、前記固定磁界の印加方向が
前記ファラデー回転子の＜２１１＞方向から５から２０度の範囲とし、前記可変磁界の印
加方向が前記ファラデー回転子の＜１１１＞方向とすることを特徴とする反射型可変光ア
ッテネータ。
【請求項４】
　前記永久磁石はフェライト系永久磁石であり、
　前記可変磁界発生手段は空芯コイルであり、
　前記空芯コイルの内部空間内に前記ファラデー回転子と前記永久磁石を配置することを
特徴とする請求項２または３に記載の反射型可変光アッテネータ。
【請求項５】
前記光軸上に配置する回転角補正用ファラデー回転子と、その回転角補正用ファラデー回
転子のファラデー回転角を設定する磁界印加手段を備え、
前記可変磁界がゼロのときに、前記光入出力部から入力した入射光が前記反射体で反射し
て戻ってきた反射光が、前記光入出力部から１００％出力或いは遮断されるように前記フ
ァラデー回転子のファラデー回転角と、前記回転角補正用ファラデー回転子のファラデー
回転角が設定されることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の反射型可変
光アッテネータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光通信分野や光計測器などで使用される反射型可変光アッテネータに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　光通信分野等では、透過光量を制御するための光デバイスである可変光アッテネータを
必要とする。可変光アッテネータの一例として、特許文献１等に開示された反射型のタイ
プがある。この反射型の可変光アッテネータは、入射光が進む方向に光学部品を所定の順
に配列して構成される。具体的には、光学部品の配列は、入力ファイバ１と出力ファイバ
２を装着した２芯フェルール３の先端外側に、光の入出射面から順に複屈折素子４，光収
束性のレンズ（凸レンズ）５，可変偏波回転手段６，反射鏡７を配置した構成を採る。便
宜上、光学部品の配列方向（入射光が進む方向）をｚ方向（図では右方向）とし、それに
対して直交する２方向をｘ方向（水平方向）、ｙ方向（垂直方向）とする。従って、図２
（ａ）は平面を表し、同図（ｂ）は正面を表すことになる。
【０００３】
　入力ファイバ１と出力ファイバ２は、ｘ方向に並べて平行に配置する。ここでは、ｚ方
向を見て右側光路に入力ファイバ１を配置し、左側光路に出力ファイバ２を配置する構成
を採る。複屈折素子４は、ｚ方向に向かう偏波方向が直交関係にある同じ光路の光をｙ方
向に分離し－ｚ方向に向かう異なる光路の光を合成する平行平面型の偏波分離合成用の複
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屈折素子を用いている。反射鏡７は、レンズ５の焦点に配置する。
【０００４】
　可変偏波回転手段６は、ファラデー回転子６ａと、そのファラデー回転子６ａに２方向
から固定磁界と可変磁界による合成磁界を印加する構成をとる。固定磁界は、反射鏡７の
背後に配置した円板状の永久磁石６ｂによって光が進む方向に印加される。可変磁界は、
電磁石６ｃによって光が進む方向に対して垂直な方向に印加される。これら２つの磁界が
ファラデー回転子６ａに印加され、その合成磁界に応じてファラデー回転子６ａのファラ
デー回転角が変化する。
【０００５】
　上記の構成を採る反射型可変光アッテネータの動作原理は、以下の通りである。入力フ
ァイバ１から入射した光は、複屈折素子４、レンズ５を通り反射鏡７に集光して反射され
、反射戻り光は、再びレンズ５、複屈折素子４を通って出射する。その過程で、光は、可
変偏波回転手段６のファラデー回転子６ａを往復する。そして、この可変偏波回転手段６
で偏波方向の回転角度を制御することにより、反射出力光量を制御する。
【０００６】
　つまり入力ファイバ１からｚ方向に入射する光は、複屈折素子４で常光と異常光とにｙ
方向に光分離する。そしてレンズ５で集光し、その集光途中でファラデー回転子６ａを通
過する。ファラデー回転角が０度のときは、レンズ焦点位置の反射鏡７では偏波方向は回
転せず反射する。－ｚ方向に戻る反射光は、再びファラデー回転子６ａ及びレンズ５を通
過するが、その際も偏波方向は回転しない。ただし、反射光の常光と異常光の位置は、ｘ
ｙ平面において焦点位置を中心に対角位置にずれる。そして、複屈折素子４では、すべて
の常光と異常光とがさらにｙ方向に分離する。従って、入力ファイバ１からの入射光は、
ほとんど出力ファイバ２には結合しない。つまり、入力ファイバ１からの入射光量のほと
んど全てが減衰することになる。
【０００７】
　一方、ファラデー回転角が４５度に設定されているときは、光はレンズ焦点位置の反射
鏡７では偏波方向が４５度回転して反射する。このとき、常光と異常光の位置は、ｘｙ平
面において焦点位置を中心に対角位置にずれる。－ｚ方向に戻る反射光は、再びファラデ
ー回転子６ａ及びレンズ５を通過し、その際に偏波方向が更に４５度（従って合計で９０
度）回転する。そして、複屈折素子４では、９０度回転され、さらに対角位置にずれた常
光と異常光とがｙ方向に偏波合成する。このようにして、入力ファイバ１からの入射光は
、ほとんど減衰することなくほぼ全量が出力ファイバ２へと出射する。
【０００８】
　さらに、電磁石６ｃにより発生する磁界を調整することで、可変偏波回転手段６によっ
て偏波方向を任意の角度に回転させることができる。例えば、２２．５度回転するように
調整すると、光はレンズ焦点位置の反射鏡７では偏波方向が２２．５度回転して反射する
。－ｚ方向に戻る反射光は、再びファラデー回転子６ａ及びレンズ１２を通過し、その際
にも偏波方向が更に同じ角度である２２．５度回転し、合計で４５度回転する。すると複
屈折素子４で、一部の常光と異常光はｙ方向に偏波合成され出力ファイバ２に結合するが
、残りの常光と異常光は更にｙ方向に偏波分離するため出力ファイバには結合しない。従
って、ファラデー回転角を２２．５度に設定した場合は、入力ファイバ１からの入射光は
減衰し、入射光量がほぼ半減して出力ファイバ２へ出射する。このように可変偏波回転手
段６で偏波方向の回転角度を制御することによって、入射光の減衰量（言い換えれば反射
出力光量）を自由に調整できることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－１９９１１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
　上述した従来の構成では、ファラデー回転子６ａに光の透過方向（ｚ方向）に永久磁石
６ｂから発生される固定磁界を印加し、電磁石６ｃにより発生する可変磁界をファラデー
回転子６ａの面内方向（ｘ方向）に印加する構成を採る。そして、各磁界発生手段が入射
光並びに反射光の光路の邪魔をしないようにするために、永久磁石６ｂは、反射鏡７の外
側に配置することになり、フェライト系の永久磁石等の磁力の弱い永久磁石を用いてファ
ラデー回転子６ａを磁気飽和させようとすると、体積の大きなものが必要となり、装置の
大型化を招く。そのため磁力の強いサマリウムコバルト磁石やネオジム磁石といった希土
類の永久磁石を用いている。しかし、希土類磁石は錆びる材料であるため、防錆処理が必
要となる。
【００１１】
　さらに、ファラデー回転角は、固定磁界と可変磁界とによって作られる合成磁界により
制御されるが、可変磁界に対して固定磁界が相対的に大きすぎると、微少な回転角しか生
じさせることができない。そのため、両方の磁界の強さを合わせる必要がある。そして、
希土類磁石は磁束密度の高い材料であることから、永久磁石による飽和磁界はファラデー
回転子を磁気飽和させるのに必要十分な程度に抑えるために、ファラデー回転子６ａから
比較的離れた位置に配置したり、永久磁石を極力小さくしたりする必要がある。そうする
と、前者の比較的離れた位置に配置する場合には、装置全体が大きくなり、小型化の弊害
を来す。また、後者の永久磁石の形状を小さくしようとした場合、希土類磁石は脆いため
、薄板などへの微小な加工は難しい。
【００１２】
　また、可変磁界をある程度大きくするためには、電磁石６ｃの磁気回路を構成するコア
６ｃ′として、透磁率の高い材料を用いたり、コイルの巻数を多くすることが考えられる
。しかし、透磁率の高い材料は錆びる材料であり、やはり防錆処理が必要となる。またコ
イルの巻数を多くすることにはある程度限界もあり、また、装置の大型化を招く。
【００１３】
　本発明はファラデー回転子を磁気飽和させる手段等を小型化・簡素化した反射型可変光
アッテネータを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の課題を解決するため、本発明の反射型光アッテネータは、光軸に沿って光入出力
部、ファラデー回転子を備えた光減衰機構部、反射体をその順で配置して構成される反射
型可変光アッテネータであって、前記光減衰機構部は、前記ファラデー回転子に対し、磁
気飽和させるために面内方向に固定磁界を印加する永久磁石と、前記ファラデー回転子に
対して光軸方向に可変磁界を印加する可変磁界発生手段とを備え、前記永久磁石は、前記
ファラデー回転子の光軸と交差する方向の側面に対向して配置することを前提とする。光
入出力部は、実施形態では、２芯フェルールや、偏光子と検光子の機能を兼用した複屈折
素子１１等を含む。光減衰機構部は、実施形態の可変偏波回転手段１４に対応する。
【００１５】
　ファラデー回転子を磁気飽和させるためのバイアス磁界（固定磁界）を印加する方向を
面内方向としたため、永久磁石は、光軸から外れたファラデー回転子の外側側面に対向す
る位置に近接配置できる。また、可変磁界発生手段は、コイルその他の電磁石等を用いて
実現できるが、ファラデー回転子に対して光軸方向に磁界を印加するため、例えば、ファ
ラデー回転子の周囲を囲むように配置した筒状のコイル等で実現できる。よって、図１等
に示した従来のものと比較しても磁界を印加するための手段をコンパクトにまとめること
ができ、装置の小型化が図れる。また、永久磁石をファラデー回転子に接近させることか
ら、透磁率の小さい微小な磁界を発生させる永久磁石を用いることができる。例えば、フ
ェライト系の磁石など、安価で容易に入手できるので好ましい。
【００１６】
　（１）上記の前提のもと、前記永久磁石はフェライト系永久磁石であり、前記可変磁界
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発生手段は空芯コイルであり、前記空芯コイルの内部空間内に前記ファラデー回転子と前
記永久磁石を配置するようにした。フェライト系永久磁石は、錆びないので防錆処理が不
要で簡易に製造できる。また空芯コイルとすることでコア等もなく簡易な構成となる。
【００１７】
　（２）上記の前提のもと、前記ファラデー回転子は希土類鉄ガーネット単結晶であり、
前記固定磁界の印加方向が前記ファラデー回転子の＜２１１＞方向で、前記可変磁界の印
加方向が前記ファラデー回転子の＜１１１＞方向とするようにした。ファラデー回転子の
＜２１１＞方向は磁気飽和しやすい方向であるため、より小さい磁場（例えば１００エル
ステッド以下）で磁気飽和させることができる。それに伴い、ファラデー回転角を回転さ
せるための可変磁界も小さい磁力ですむ。よって、より小型な構成で実現できる。
【００１８】
　（３）上記の前提のもと、前記ファラデー回転子は希土類鉄ガーネット単結晶であり、
前記固定磁界の印加方向が前記ファラデー回転子の＜２１１＞方向から５から２０度の範
囲とし、前記可変磁界の印加方向が前記ファラデー回転子の＜１１１＞方向とするように
した。５度よりも小さい範囲は、損失が大きくなり、２０度より大きくなると飽和磁界が
１５０エルステッドより大きくなる。よって、要求される仕様が厳しくなると、係る範囲
とするのがよい。
　（４）上記の（２），（３）の発明を前提とし、前記永久磁石はフェライト系永久磁石
であり、前記可変磁界発生手段は空芯コイルであり、前記空芯コイルの内部空間内に前記
ファラデー回転子と前記永久磁石を配置するようにするとよい。
【００１９】
　（５）前記光軸上に配置する回転角補正用ファラデー回転子と、その回転角補正用ファ
ラデー回転子のファラデー回転角を設定する磁界印加手段を備え、前記可変磁界がゼロの
ときに、前記光入出力部から入力した入射光が前記反射体で反射して戻ってきた反射光が
、前記光入出力部から１００％出力或いは遮断されるように前記ファラデー回転子のファ
ラデー回転角と、前記回転角補正用ファラデー回転子のファラデー回転角が設定されると
よい。このようにすると、光減衰機構部を構成するファラデー回転子単独で所望のファラ
デー回転角の範囲が得られない場合でも、回転角補正用ファラデー回転子のファラデー回
転角を適宜に設定することで反射型可変光アッテネータ全体で所望の特性が得られる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明では、ファラデー回転子を磁気飽和させる手段を小型化・簡素化でき、それに伴
い可変磁界を印加する構成も簡素化できる。さらに、ファラデー回転子として希土類鉄ガ
ーネット単結晶を用いた場合、ファラデー回転子の磁気飽和方向をファラデー回転子の＜
２１１＞方向にすることで、飽和磁界を小さくすることができる。これによって飽和磁界
を発生させる手段を防錆処理の必要な希土類磁石から防錆処理の必要のないフェライト系
の永久磁石を用いることができる。さらに飽和磁界が小さいので、可変磁界も小さくする
ことができ、可変磁界を発生させる手段として、透磁率の高い材料を用いた磁気回路を必
要とせず、小型で安価な反射型可変光アッテネータを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】従来例を示す図である。
【図２】反射型可変光アッテネータの動作原理を説明する図である。
【図３】本発明に係る反射型可変光アッテネータの好適な一実施形態を示す図である。
【図４】（ａ）はファラデー回転子に対する磁界の印加方向を説明する図であり、（ｂ）
は固定磁界Ｈ１可変磁界Ｈ２によりファラデー回転角が決定させることを説明する図であ
る。
【図５】ファラデー回転子を磁気飽和させるために印加する磁界と損失の関係を示すグラ
フである。
【図６】可変磁界と固定磁界による合成回転角の関係を示すグラフである。
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【図７】ファラデー回転子２０と回転角補正用ファラデー回転子１２の回転方向の組み合
わせを説明する図である。
【図８】＜２１１＞方向からの角度に対する飽和磁界と最大減衰量の関係を示すグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の好適な実施形態について説明する。図３は、本発明に係る反射型可変光
アッテネータ１０の好適な一実施形態を示している。本実施形態の反射型可変光アッテネ
ータ１０は、図示省略する２芯フェルールで構成される入出力ポートに対向するように複
屈折素子１１を配置し、その複屈折素子１１の後側に入力ポート（入力ファイバ）から入
射される入射光が進む方向に沿って、回転角補正用ファラデー回転子１２，光収束性のレ
ンズ１３，可変偏波回転手段１４，反射体１５をその順に配置する。
【００２３】
　図示省略した２芯フェルールは、図１に示した従来のものと同様の構成を採ることがで
きる。つまり、入射光の進む方向をｚ方向とし、そのｚ方向と直交する水平方向をｘ方向
で垂直方向をｙ方向とすると、入力ファイバと出力ファイバはｘ方向に平行に並ぶように
配置し、その先端を２芯フェルールに装着し、入出力ポートの位置を特定する。複屈折素
子１１は、ルチル単結晶から構成し、偏光子及び検光子としての機能を有する。この複屈
折素子１１は、特許文献１等に開示された従来のものと基本的に同様のものを用いること
ができる。レンズ１３も凸レンズ等を用い、その焦点位置に反射体１５を配置する。これ
らの基本構成は、従来と同様であるので、その詳細な説明を省略する。
【００２４】
　回転角補正用ファラデー回転子１２は、円筒状の永久磁石１７の軸方向に形成された貫
通孔内に挿入配置され、その永久磁石１７の磁力により磁気飽和している。可変磁界がな
い単調増加型の光減衰器では、回転角補正用ファラデー回転子１２とファラデー回転子２
０を往復した光の偏波面が９０度回転された後、複屈折素子１１で１００％結合されて、
出力ポートへ出力される。
【００２５】
　ここで本発明では、可変偏波回転手段１４の構成要素を以下のようにした。すなわち、
まず、従来と同様に入射光が進む光路と直交するように扁平矩形状のファラデー回転子２
０を配置する。
【００２６】
　さらに、ファラデー回転子２０に直交する２方向から固定磁界と可変磁界による合成磁
界を印加する構成をとる。そして固定磁界Ｈ１は、ファラデー回転子２０を磁気飽和させ
るための磁界であってファラデー回転子２０の面内方向に印加し、可変磁界Ｈ２は、ファ
ラデー回転子２０のファラデー回転角を制御するための磁界であってファラデー回転子２
０の光軸方向（ｚ方向）に印加するように設定する（図４（ａ）参照）。ファラデー回転
角は、固定磁界Ｈ１と可変磁界Ｈ２の合成磁界により決定される合成回転角αにより決定
され、可変磁界Ｈ２の強さを変化させることで制御できる（図４（ｂ）参照）。
【００２７】
　これら各磁界を印加するための具体的な構成は、ファラデー回転子２０の水平方向左右
両側に一対の永久磁石２１を配置する。この一対の永久磁石２１は、平板状であってファ
ラデー回転子２０の側面に対向する全面がＳ極或いはＮ極となる。よって、一方の永久磁
石のファラデー回転子２０の対向面をＮ極にし、他方の永久磁石の対向面をＳ極にするこ
とで、一対の永久磁石２１間で発生する固定磁界Ｈ１が、ファラデー回転子２０の面内方
向に印加される。
【００２８】
　図から明らかなように、一対の永久磁石２１は、ファラデー回転子２０の側面外側に配
置させることから、どの位置に配置しても入射光，反射光の光路の外になる。よって、永
久磁石２１はファラデー回転子２０に近接配置することができ、小さい磁力でもファラデ
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ー回転子２０を磁気飽和させることができる。そのため、本実施形態では、磁力の小さい
フェライト系の永久磁石を用いて構成することが可能である。フェライト系の永久磁石は
、錆びないので防錆処理をしなくてもよく、しかも安価であるので、可変偏波回転手段１
４ひいては反射型可変光アッテネータ１０の製造を容易かつ安価に行える。
【００２９】
　また、永久磁石２１によりファラデー回転子２０に印加するバイアス磁界が小さくなる
ので、小さい可変磁界Ｈ２でも十分な量だけファラデー回転角を回転させることができる
。そこで、空芯コイルからなるソレノイドコイル２２にてファラデー回転子２０に可変磁
界Ｈ２を印加するようにした。つまり、円筒状のソレノイドコイル２２の内部空間内に、
そのソレノイドコイル２２の軸心とファラデー回転子２０の光軸が一致するように当該フ
ァラデー回転子２０を配置する。これにより、ソレノイドコイル２２に電流を流すと、ソ
レノイドコイル２２の内部空間内を軸心に沿って磁界が発生するため、ファラデー回転子
２０の光軸（ｚ方向）に磁界を印加することができる。そして、ソレノイドコイル２２へ
の通電量を制御することで、可変磁界Ｈ２の磁界の強さを制御できる。なお、本実施形態
では、永久磁石２１をファラデー回転子２０に近接配置していることから、その永久磁石
２１もソレノイドコイル２２の内部空間内に配置する。
【００３０】
　可変磁界Ｈ２を印加するための手段が、空芯コイルからなるソレノイドコイル２２で実
現できるので、従来のように透磁率の高いコアも不要となり、通電量を小さくできること
も相まって、可変磁界Ｈ２を印加するための磁界発生手段も、小型で簡易な構成にできる
とともに、特別な防錆処理も不要となる。
【００３１】
　よって、固定磁界と可変磁界のいずれも小さい磁界を発生させ、小さい磁界による合成
磁界でファラデー回転子２０の回転角を回転させるので、可変磁界の磁力の制御・調整も
瞬時にでき、反射型可変光アッテネータ１０はより高速応答が可能となる。しかも、可変
偏波回転手段１４は、上述したようにバイアス磁界となる固定磁界Ｈ１を印加するための
永久磁石２１は、ファラデー回転子２０に近接配置し、そのファラデー回転子２０と永久
磁石２１の周囲を覆うようにソレノイドコイル２２を配置する構造を採るので、その全体
の外形寸法形状は、ソレノイドコイル２２の外形状と一致するため、コンパクトに纏まり
、小型化が図れる。さらに、通電量を小さくできるので、反射型可変光アッテネータ１０
の消費電力も低減することができる。
【００３２】
　本実施形態の反射型可変光アッテネータ１０の動作原理は、図２を用いて説明した従来
のものと基本的に同様である。つまり、可変偏波回転手段１４における固定磁界Ｈ１と可
変磁界Ｈ２を印加するための手段は従来と異なるものの、それによりファラデー回転子２
０のファラデー回転角が回転し、所望のファラデー回転角にすることができる。これによ
り、反射光を１００％出力ポートから出力させたり、全く出力させなかったり、それらの
中間の適宜の減衰量で出力させたりすることができる。
【００３３】
　さらに本実施形態では、ファラデー回転子として希土類鉄ガーネット単結晶を使用し、
図４（ａ）に示すように、永久磁石２１によりファラデー回転子２０に印加する固定磁界
Ｈ１（バイアス磁界）の方向がファラデー回転子の＜２１１＞方向となり、ソレノイドコ
イル２２により印加する可変磁界Ｈ２の方向がファラデー回転子の＜１１１＞方向となる
ように設定する。すなわち、ファラデー回転子を構成する希土類鉄ガーネット単結晶につ
いて光線方向と直交方向である面内方向の飽和磁界強度を調査したところ、＜２１１＞方
向が最も小さいことが確認できた。よって、固定磁界Ｈ１が飽和磁界強度の小さい＜２１
１＞方向に印加するように調整することで、永久磁石２１の磁力はより小さくすることが
でき、より小型にすることができる。さらに、それに伴い可変磁界Ｈ２から発生する磁力
も小さくすることができる。
【００３４】
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　図５（ａ）は、＜２１１＞方向に面内磁界が印加されるようにした場合の磁界－散乱ロ
ス特性を示しており、図５（ｂ）は＜１１０＞方向に面内磁界が印加されるようにした場
合の磁界－散乱ロス特性を示している。散乱ロス（ΔＬ）が０になると磁気飽和している
といえるので、＜２１１＞方向のものでは、－１０℃から７５℃の通常の使用環境におい
て１００エルステッド程度の磁場の強さがあると磁気飽和することが確認できる。これに
対し、＜１１０＞方向の場合、７５℃といった高温度の環境では１００エルステッド程度
の磁場強度で磁気飽和するが、室温（２５℃）や－１０度の低温度の環境を考慮すると、
３００エルステッドは必要となる。
【００３５】
　図６は、バイアス磁界となる固定磁界Ｈ１が１００エルステッドの場合と３００エルス
テッドのそれぞれの場合における可変磁界Ｈ２に対する合成回転角の特性を示している。
当然のことながら、固定磁界Ｈ１＝可変磁界Ｈ２のときに合成回転角は４５度となり、固
定磁界Ｈ１が小さいほど可変磁界の変化に対する合成回転角の変化量は大きくなる。換言
すると、合成回転角の角度範囲を同じ範囲にするためには、固定磁界Ｈ１が小さいほど可
変磁界Ｈ２の変更範囲は小さくて済む。
【００３６】
　よって、本実施形態のように、＜２１１＞方向に固定磁界Ｈ１を印加する構成とするこ
とで、＜１１０＞方向の場合に固定磁界Ｈ１を印加するものに比べて永久磁石２１並びに
ソレノイドコイル２２のそれぞれの磁界発生手段により生じさせる磁力を小さく抑えるこ
とができる。
【００３７】
　上記の実施形態では、固定磁界Ｈ１の磁界印加方向を＜２１１＞方向としたが、＜２１
１＞方向から５から２０度の範囲とするとよりよい。すなわち、＜２１１＞方向は、上記
のように飽和磁界が小さくて済むので好ましいが、磁界変位経路中に困難軸があり、消光
比が劣化する。具体的には、最大減衰量が３０ｄＢを下回ることがある。従って、要求さ
れる仕様によっては＜２１１＞方向のままでは使用できない場合がある。一方、成就した
ように、＜１１０＞方向では、飽和磁界が大きいものの消光比は劣化しない。そこで、＜
２１１＞方向から＜１１０＞方向の間で磁界の印加方向の角度を変えてファラデー回転子
に固定磁界を印加し、そのときの挿入損失（飽和磁界）と消光比（最大減衰量）を測定し
た。その結果、飽和磁界については、図８（ａ）のような結果が得られ、最大減衰量につ
いては図８（ｂ）に示す結果が得られた。
【００３８】
　図から明らかなように、要求される仕様が－１０℃～７５℃の温度範囲内で挿入損失が
永久磁石の磁界の１５０エルステッド以下とすると、＜２１１＞方向からの角度が２０度
以下が上限となる。同様に１００エルステッド以下が要求される場合には、１５度以下（
より確実には１０度以下）が好ましい範囲内となる。一方、消光比（最大減衰量）が３０
ｄＢ以上が要求される仕様では、＜２１１＞方向からの角度が５度以上であることが下限
となる。よって、上述した＜２１１＞方向から５から２０度の範囲がより良い範囲といえ
る。
【符号の説明】
【００３９】
１０　反射型可変光アッテネータ
１１　複屈折素子
１２　回転角補正用ファラデー回転子
１３　レンズ
１４　可変偏波回転手段
１５　反射体
２０　ファラデー回転子
２１　永久磁石
２２　ソレノイドコイル
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